
令和７年度高圧ガス保安講習会

令和７年の保安検査等の結果について

１ 愛媛県

２ 松山市（別紙）

３ 新居浜市（別紙）

１

１ 愛媛県
１．保安検査実施件数（令和７年１月１日～１２月３１日）

計認定保安検査
実施者

指定保安検査
機関

高圧ガス保安
協会（KHK）

愛媛県種別

40
(東予34 中予４
南予２)

０８
(東予８ 中予０
南予０)

24※

(東予22 中予１
南予１)

８
(東予４ 中予３
南予１)

一般高圧ガス
保安規則

42
(東予25 中予４
南予13 )

０42
(東予25 中予４
南予13)

００液化石油ガス
保安規則

４１００３コンビナート
等保安規則

８
(東予７ 中予１
南予０)

００８
(東予７ 中予１
南予０)

０冷凍保安規則

94１503211計

※高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）四国支部は令和８年３月末に廃止される予定です。
２

（資料４）



２．指摘事項（愛媛県の実施した検査で、主なもの）

・危害予防規程の遵守について、同規程で引用している（・・・については・・・による、
等）文書による活動についても、保安統括者、保安係員等の保安責任者は、実施されている
ことを確認すること。
※本来は同規程に定めることを、他の文書を引用して省略しているので、その実施状況は当

然に確認し、遵守不備があれば是正してください。他の文書だから是正できない（他の文
書の管理部門に是正の要求ができない）のであれば、引用していることが適切ではないの
で、同規程を見直してください。

・バルブの開閉方向の表示について、錆や塗装の劣化で不鮮明となっているものは、補修して
ください。
※緊急時は消防機関が操作をする可能性もありますので、従業者に限らず開閉方向が分かる

よう表示をお願いいたします。

なお、高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）や指定保安検査機関により保安検査を受検している事業
所はそれぞれの指摘事項について積極的な対応をお願いします。
※高圧ガス保安協会（ＫＨＫ）四国支部から、ＣＥの保安検査の指摘事項の提供がありまし

たので添付します。

３

３．危険物（高圧ガス関係）運搬車両取締り結果表

点検車両台数及び違反車両台数

計バラ積みタンクローリー

実施場所
違反台数点検台数違反台数点検台数違反台数点検台数

030102四国中央市内

010100西条市内

020002今治市内

030003松山市内

010001伊予市内

232300八幡浜市内

111100宇和島市内

3143608計

４



４．違反内容

容器積載車両（バラ積み）
件数検査項目
0警戒標
0転落転倒等防止措置（積載方法）
0バルブ損傷防止等
0混載禁止
0イエロー・カード
2消火器

3資材工具等携帯
0バルブ相互向禁止
0毒性ガスの木枠パッキン
0毒性ガス保護具等携帯
0除害の措置
0荷送人連絡措置（イエロー・カード）
0対応組織応援措置
0災害拡大防止措置（イエロー・カード）
0移動監視者搭乗
0監視者書面携帯
0運転者２名乗務
0容器表示
0容器塗色
5計

消火器の安全ピンが

ない（抜けている）

規格を満たした消火

器とみなされません

ので、注意してくだ

さい。

革手袋
メガホン
ロープ
赤旗
の不携帯

５




